
 

物件仕様書 

（清涼飲料水の自動販売機） 

 

１ 設置場所 

№ 所管課 物件番号 区分 施設名 所在地 設置箇所 
屋内/ 

屋外 

設置 

台数 
貸付期間 来客数 

１ 
クルーズ事業

推進課 
１ 新設 

佐世保港 

国際ターミナルビル 
佐世保市干尽町１－４ １階 屋外 1 

令和８年２月 1日 

令和９年 1 月 31 日 
1 年間 359,785 

※来客数は令和６年１１月１日～令和７年１０月３１日の数字です。（直近１年の実績です。） 

 

２ 自動販売機の仕様 

(1) 大 き さ 

設置面積（空き缶回収箱の面積を含む。）は、「位置図」において示す設置箇所の設置範囲に収まる大きさとし、高さは２ｍ以内とすること。 

 (2) 環境対策 

設置する自動販売機は、省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 

 (3)  そ の 他 

   キャッシュレス決済対応とし、下記の取り扱いが可能なこと。 

   ・楽天Ｐａｙ、LINEＰａｙ、ＰａｙＰａｙ、ｄ払い、メルＰａｙ、ａｕＰａｙ、Ｊcoin、ＡｌｉＰａｙ、ＷｅＣｈａｔＰａｙ 

 

 

３ 自動販売機の設置及び管理運営上の遵守事項 

 (1) 設 置 

  ① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メーター（計量法（平成４年法律第５１号）に基づく検査に合格したものに限る。）を設置すること。

なお、設置に当たっては、本市の指示に従うこと。 



電源の引き込みが必要になるため、施設利用者の支障にならないように配慮するとともに、漏電等の対策を行うこと。 

なお、電源の引き込みを行うに当たっては、本市の指示に従うこと。 

  ② 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、ＪＩＳ規格及び業界自主基準に準じた転倒防止措置を講じること。 

 (2) 管理運営 

  ① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵守し、衛生管理に万全を期すること。 

  ② 常に商品の賞味期限に注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。 

  ③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機１台に１個以上の割合で貸付面積を超えない範囲で設置し、事業者の責任で適切に回収、リ 

サイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。 

    また、回収ボックスから使用済み容器が溢れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと。 

  ④ 商品の搬入・廃棄物の搬出等を行う経路については、本市の指示に従うこと。 

  ⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任において対応するとともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記する 

こと。 

  ⑥ 自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。ただし、当該商品の販売促進に関するものは除く。 

  ⑦ 自動販売機を設置・運営する権利を第三者に譲渡又は転貸することはできない。 

 (3) 販売商品及び販売価格 

  ① 販売商品は、飲料（清涼飲料水等）とし、酒類は販売しないこと。 

  ② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、紙パック等の密閉式の容器とすること。（カップ式は不可） 

  ③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。 

 

 

 

４ 問い合せ先 

問い合せ内容 対応課 

施設や、自動販売機等の個別仕様に関すること 佐世保市港湾部クルーズ事業推進課℡0956-25-9352 

この入札制度に関すること 佐世保市財務部資産経営課 ℡0956-24-1111（内線 2644） 

※問い合わせ件数などの情報は、入札の競争性・公平性を保つため、一切お答えできません。 



 



佐世保港国際ターミナルビル 1 階自動販売機設置場所位置図 

 

物件番号① 

幅：1.5ｍ以内 奥行：0.9ｍ 高さ 2ｍ以内 

上記の範囲内に自販機本体及び空容器回収 

ボックスの設置面積を収めてください。 


